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単体情報
　

中間財務諸表
当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2018年度中間期及び2019年度中間期の中間財務諸表、

すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について、EY新日本有限責任監査法人の中
間監査を受けています。
以下の中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、上記の中間財務諸表に基づいて作成して
います。
　

●中間貸借対照表 （単位：百万円）

科 目 2018年度中間期
（2018年9月30日現在）

2019年度中間期
（2019年9月30日現在）

資産の部
現金預け金 731,333 869,946
コールローン ― 8,633
買入金銭債権 10,189 9,893
商品有価証券 396 1,540
金銭の信託 4,429 4,374
有価証券 1,657,538 1,762,208
貸出金 5,549,593 5,557,301
外国為替 6,302 8,407
その他資産 27,916 26,917
その他の資産 27,916 26,917
有形固定資産 65,813 65,414
無形固定資産 10,484 9,953
前払年金費用 3,382 3,216
支払承諾見返 11,163 10,286
貸倒引当金 △34,255 △39,805
資産の部合計 8,044,288 8,298,288
負債の部
預金 6,658,923 6,811,880
譲渡性預金 305,611 316,881
コールマネー 594 ―
売現先勘定 13,537 17,292
債券貸借取引受入担保金 61,213 65,815
借用金 355,321 423,746
外国為替 323 366
社債 30,000 40,000
新株予約権付社債 22,714 21,584
信託勘定借 783 4,157
その他負債 30,992 27,844
未払法人税等 6,104 4,325
リース債務 859 833
その他の負債 24,028 22,686
役員賞与引当金 25 27
退職給付引当金 781 97
役員退職慰労引当金 407 326
睡眠預金払戻損失引当金 960 792
ポイント引当金 133 134
偶発損失引当金 920 964
繰延税金負債 22,248 22,283
再評価に係る繰延税金負債 7,921 7,917
支払承諾 11,163 10,286
負債の部合計 7,524,579 7,772,398
純資産の部
資本金 48,652 48,652
資本剰余金 29,114 29,114
資本準備金 29,114 29,114
利益剰余金 354,071 360,647
利益準備金 43,548 43,548
その他利益剰余金 310,523 317,099
圧縮記帳積立金 1,052 1,052
別途積立金 272,650 287,650
繰越利益剰余金 36,820 28,397

自己株式 △13,775 △15,009
株主資本合計 418,062 423,405
その他有価証券評価差額金 87,252 88,482
繰延ヘッジ損益 △56 △229
土地再評価差額金 13,939 13,929
評価・換算差額等合計 101,135 102,181
新株予約権 510 303
純資産の部合計 519,709 525,890
負債及び純資産の部合計 8,044,288 8,298,288
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●中間損益計算書 （単位：百万円）

科 目
2018年度中間期
(2018年4月 1日から)2018年9月30日まで

2019年度中間期
(2019年4月 1日から)2019年9月30日まで

経常収益 65,959 57,053
資金運用収益 43,300 39,214
（うち貸出金利息） （28,701） （28,856）
（うち有価証券利息配当金） （14,040） （9,834）
信託報酬 7 24
役務取引等収益 10,355 9,778
その他業務収益 827 1,820
その他経常収益 11,468 6,215
経常費用 42,223 40,021
資金調達費用 3,757 3,346
（うち預金利息） （866） （724）
役務取引等費用 4,297 4,476
その他業務費用 2,809 29
営業経費 29,420 28,159
その他経常費用 1,938 4,008
経常利益 23,736 17,032
特別利益 0 ―
特別損失 318 101
税引前中間純利益 23,417 16,931
法人税、住民税及び事業税 6,913 4,720
法人税等調整額 58 △67
法人税等合計 6,972 4,653
中間純利益 16,445 12,278
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●中間株主資本等変動計算書
2018年度中間期（2018年4月1日から2018年9月30日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,052 257,650 42,953 345,204
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,038 △3,038
別途積立金の積立 15,000 △15,000
中間純利益 16,445 16,445
自己株式の取得
自己株式の処分 △13 △13
自己株式の消却 △4,577 △4,577
土地再評価差額金の取崩 51 51
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― ― ― ― 15,000 △6,132 8,867
当中間期末残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,052 272,650 36,820 354,071
　

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △17,538 405,433 94,109 △122 13,990 107,978 460 513,871
当中間期変動額
剰余金の配当 △3,038 △3,038
別途積立金の積立
中間純利益 16,445 16,445
自己株式の取得 △900 △900 △900
自己株式の処分 84 71 71
自己株式の消却 4,577
土地再評価差額金の取崩 51 51
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） △6,857 66 △51 △6,842 50 △6,791

当中間期変動額合計 3,762 12,629 △6,857 66 △51 △6,842 50 5,837
当中間期末残高 △13,775 418,062 87,252 △56 13,939 101,135 510 519,709
　
2019年度中間期（2019年4月1日から2019年9月30日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計圧縮記帳

積立金 別途積立金 繰越利益
剰余金

当期首残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,052 272,650 38,761 356,012
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,987 △2,987
別途積立金の積立 15,000 △15,000
中間純利益 12,278 12,278
自己株式の取得
自己株式の処分 △105 △105
自己株式の消却 △4,548 △4,548
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額）

当中間期変動額合計 ― ― ― ― ― 15,000 △10,364 4,635
当中間期末残高 48,652 29,114 29,114 43,548 1,052 287,650 28,397 360,647
　

株主資本 評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △16,977 416,802 77,357 △179 13,929 91,107 510 508,420
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,987 △2,987
別途積立金の積立
中間純利益 12,278 12,278
自己株式の取得 △3,000 △3,000 △3,000
自己株式の処分 418 312 312
自己株式の消却 4,548
土地再評価差額金の取崩
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純額） 11,125 △50 ― 11,074 △207 10,867

当中間期変動額合計 1,967 6,603 11,125 △50 ― 11,074 △207 17,470
当中間期末残高 △15,009 423,405 88,482 △229 13,929 102,181 303 525,890
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●注記事項
（重要な会計方針）
１．商品有価証券の評価基準及び評価方法
　商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均
法により算定）により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均
法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会社株式に
ついては移動平均法による原価法、その他有価証券については
原則として中間決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価
は主として移動平均法により算定）、ただし時価を把握すること
が極めて困難と認められるものについては移動平均法による原
価法により行っております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直
入法により処理しております。

（2）金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価
は、上記１.及び２.（1）と同じ方法により行っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
　有形固定資産は、定額法により償却しております。
　また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物：
その他：

６年～50年
３年～20年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自
社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間
（５年）に基づいて償却しております。

（3）リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資
産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法に
より償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、そ
れ以外のものは零としております。

５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次の
とおり計上しております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務
者に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者に係る債権に
ついては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回
収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、
現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が
大きいと認められる債務者に係る債権については、債権額から
担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、
その残額のうち、債務者の支払能力等を総合的に判断し必要と
認める額を計上しております。
　貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の
大口債務者等のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係
るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権に
ついては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約
定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当
金とする方法（キャッシュ・フロー見積法（「ＤＣＦ法」））によ
り計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実
績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部
署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が
査定結果を監査しております。

（2）役員賞与引当金
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役
員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属す
る額を計上しております。

（3）退職給付引当金
　退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業
年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上
しております。また、退職給付債務の算定に当たり、退職給付
見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法につい
ては給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差
異の処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異：
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞ
れ発生の翌事業年度から損益処理

（4）役員退職慰労引当金
　役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備え
るため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間
会計期間末までに発生していると認められる額を計上しており
ます。

（5）睡眠預金払戻損失引当金
　睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金につい
て、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応
じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。

（6）ポイント引当金
　ポイント引当金は、クレジットカード会員に付与したポイン
トが将来使用された場合の負担に備えるため、将来使用される
見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しておりま
す。

（7）偶発損失引当金
　偶発損失引当金は、信用保証協会に対する責任共有制度負担
金の支払いに備えるため、過去の実績に基づき、将来の支払見
込額を計上しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場によ
る円換算額を付す子会社株式を除き、主として中間決算日の為替
相場による円換算額を付しております。

７．ヘッジ会計の方法
（イ）金利リスク・ヘッジ
　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計
の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会
計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委
員会報告第24号 2002年２月13日。以下、「業種別監査委員
会報告第24号」という。）に規定する繰延ヘッジによっており
ます。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺
するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘ
ッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎
にグルーピングのうえ特定し評価しております。
　また、一部の資産・負債については、金利スワップの特例
処理を行っております。

（ロ）為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対する
ヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処
理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別監査委員会報告第25号 2002年７月29日）に規定する
繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務
等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引
及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ
る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジショ
ン相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効
性を評価しております。
　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リス
クをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証
券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベース
で取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包
括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）退職給付に係る会計処理
　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処
理の方法は、中間連結財務諸表における会計処理の方法と異な
っております。

（2）消費税等の会計処理
　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。

（中間貸借対照表関係）
１．関係会社の株式又は出資金の総額

株式 11,009百万円
出資金 415百万円

２．貸出金のうち破綻先債権額及び延滞債権額は次のとおりであり
ます。
破綻先債権額 8,233百万円
延滞債権額 58,033百万円

　なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間
継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は
弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」と
いう。）のうち、法人税法施行令（1965年政令第97号）第96条第
１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する
事由が生じている貸出金であります。
　また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先
債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息
の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。
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３．貸出金のうち３ヵ月以上延滞債権額は次のとおりであります。
３ヵ月以上延滞債権額 2,509百万円

　なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定
支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び
延滞債権に該当しないものであります。

４．貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
貸出条件緩和債権額 36,027百万円

　なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図
ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済
猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出
金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以上延滞債権に該当しない
ものであります。

５．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条
件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
合計額 104,804百万円

　なお、上記２.から５.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金
額であります。

６．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引と
して処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入
外国為替等は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分でき
る権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりでありま
す。

28,619百万円

７．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
有価証券 607,069百万円
計 607,069百万円
担保資産に対応する債務
預金 44,540百万円
売現先勘定 17,292百万円
債券貸借取引受入担保金 65,815百万円
借用金 423,723百万円
その他の負債 346百万円

　上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金
等の代用として、次のものを差し入れております。

有価証券 31,293百万円
その他の資産 9,539百万円

　また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その
金額は次のとおりであります。

保証金 1,593百万円
　なお、手形の再割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき
金融取引として処理しておりますが、当中間会計期間中における
取引はありません。

８．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、
顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された
条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行
残高は次のとおりであります。
融資未実行残高 1,310,899百万円
うち原契約期間が１年以内のもの
（又は任意の時期に無条件で取消可能なもの）

1,258,071百万円
　なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するもの
であるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキ
ャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの
契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の
事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は
契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられており
ます。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の
担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続
に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与
信保全上の措置等を講じております。

９．社債には、劣後特約付社債が含まれております。
劣後特約付社債 40,000百万円

10.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法
第２条第３項）による社債に対する保証債務の額

53,419百万円

11. 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
金銭信託 4,157百万円

（中間損益計算書関係）
１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。

株式等売却益 5,849百万円

２．減価償却実施額は次のとおりであります。
有形固定資産 1,407百万円
無形固定資産 1,700百万円

３．その他経常費用には、次のものを含んでおります。
貸倒引当金繰入額 1,637百万円
株式等売却損 1,017百万円

（有価証券関係）
子会社株式及び関連会社株式
　時価のあるものは該当ありません。なお、市場価格がなく、時
価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び出資
金並びに関連会社株式の中間貸借対照表計上額は次のとおりであ
ります。

（単位：百万円）
中間貸借対照表計上額

子会社株式及び出資金 11,322
関連会社株式 103
合計 11,425

（重要な後発事象）
無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行
　2019年10月24日開催の取締役会において無担保社債の発行を
決議しております。その概要は次のとおりであります。

（1）社債の名称
　株式会社群馬銀行第5回期限前償還条項付無担保社債（実質破綻
時免除特約及び劣後特約付）（グリーンボンド）

（2）発行価格
　各社債の金額100円につき金100円

（3）発行価額の総額
　金100億円

（4）社債の利率
① 当初５年間（2024年11月26日まで）：年0.37％
② 以後５年間：６か月ユーロ円LIBOR＋0.42％

（5）担保の有無
　本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のため
に特に留保されている資産はありません。

（6）償還期限
　2029年11月26日

（7）調達資金の使途
　以下の適格クライテリアを満たす新規及び既存の融資または支
出に充当します。
① 再生可能エネルギー
② 環境配慮型私募債
③ エネルギー効率
④ クリーンな輸送
⑤ グリーンビルディング
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